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第１章 総 則

１ 目 的

この計画は、水防法（昭和２４年法律第１９３号、以下「法」という。） 第３３条に

基づき、洪水に際し水害を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減するため、毛呂

山町の区域内各河川等に対する水防上必要な予報、警戒、監視、通信の確保及び連絡、

水門の操作、水防のための水防団並びに消防機関の活動、各団体間の相互協力及び応援

並びに水防に必要な器具、資材及び設備の整備と運用について、実施の大綱を示したも

のである。

２ 安全配慮

水防団及び消防機関並びに町職員は活動等に従事する際、自身の安全確保に留意して

実施するものとする。

第２章 水防機関

１ 水防機関

水防管理者である毛呂山町長（以下「管理者」という。）は、法第１０条（洪水予報）

又は法第１６条（水防警報）の通知により、洪水等の恐れがあると認めた時から洪水等

の危険が解消したと認められる時まで又は必要に応じて水防本部を設置し、事務を処理

する。

２ 組織系統

管理者は、法第５条に基づき、毛呂山町区域内の水防団及び消防機関を指揮し、水防

事務を処理する。

消防本部

(西入間広域消防組合）
総 務 班

（総務課）

情報連絡班

（総務課他）

水 防 班

（現地対策部）

水 防 団

本 部 長

毛呂山町長（水防管理者）

水防本部

監 視 班

（まちづくり整備課他）

水防団長
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３ 水防協議会

⑴ 法第３４条第１項の規定に基づき、水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審

議させるために、毛呂山町水防協議会（以下「協議会」という。）を設置する。

⑵ 協議会の組織及び運営等は、毛呂山町水防協議会設置要綱（令和７年毛呂山町告示

第38号）の定めるところによる。（別記１）

⑶ 協議会の構成は、別記２のとおりとする。

第３章 監視、警戒及び重要水防区域

１ 定期監視

管理者は、定期に区域内の水防上特に重要な箇所を巡回させ、危険であると認められ

る箇所が発見された時は、国土交通省の管理区域にあっては荒川上流河川事務所に、埼

玉県の管理区域にあっては飯能県土整備事務所に必要な措置を求めなければならない。

２ 非常時警戒

管理者は、水防のため出動命令を出した時から分担をして、特に次の状態に注意し、

異常を発見した場合は、直ちに国土交通省荒川上流河川事務所又は飯能県土整備事務所

に状況を報告するとともに水防作業を開始する。

⑴ 警戒にあたって特に注意する事項

① 堤防裏斜面の漏水又は飽水による亀裂や欠け崩れ

② 堤防表斜面で水当たりの強い場所の亀裂や欠け崩れ

③ 堤防の上端の亀裂又は沈下

④ 堤防の水があふれる

⑤ 水門の両袖、又は底部よりの漏水と肩の締り具合

⑥ 橋梁その他の構造物と堤防との取付部分の異状

３ 警察官の援助

管理者は、法第２２条の規定に基づき、水防のためその区域への立入り禁止、盗難予

防、避難立ち退きのための誘導、緊急輸送等必要があると認めるときは、西入間警察署

長に対して警察官の出動を求めるものとする。

４ 重要水防区域及び箇所

町内各河川の重要水防区域及び箇所は、別記３のとおりとする。

第４章 水門等の操作

１ 水門の操作

主として農業用水導入の目的で設置されている水門は、他面内水の調整、特に洪水時

においては重要な機能を果たしている。災害時にこれらの操作ミスは被害を誘発し、拡

大する危険性があることに鑑み、完全な管理と適切な操作を果たし得るよう次の事項に

万全な措置を講ずるものとする。
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⑴ 水門担当者は、平素はもとより、特に気象状況の通知を受けたときは、直ちに工作

物の点検をして増水時の操作に支障のないようにしておくものとする。

⑵ 水門等の設置場所、操作基準は別記４のとおりとする。

⑶ 水門点検整備事項

① 本体の劣化、剥離の状況

② 本体の亀裂の状況

③ 本体の継目の状況

④ ゲートの変形の状況

⑤ ゲートの腐蝕の状況

⑥ ゲートの破損の状況

⑦ ゲートの開閉の状況

⑧ ゲートの開閉装置の状況

⑨ 付属施設の状況

⑩ 上下流の取付け護岸の状況

⑪ 操作に必要な機械器具の注油及び分解掃除

⑫ その他必要な箇所の点検整備

⑷ 管理者は、集中豪雨その他突発的事態により樋管担当者独自で操作することが困難

な場合は、法第２４条の規定に基づき、町内に居住する者、又は水防の現場にある者

をして操作に従事させることができる。

第５章 器具、資材及び設備の整備運用並びに輸送

１ 器具、資材及び設備の整備基準

⑴ 施設の器具、資材の設備基準は次のとおりである。《県標準資機材表参照》

⑵ 管理者は、整備基準に準拠し整備に努めるものとする。

⑶ 災害時において使用した水防資材の充足は、適宜行うものとする。

器

具

の
こ
ぎ
り

掛
矢

シ
ョ
べ
ル

照
明
具

斧鎌

４ 本 10 丁 30丁 3 個 5丁 10 丁

資

材

土
の
う
袋

シ
ー
ト

ロ
ー
プ

木
材
（
杭
）

竹予
備
土

600 枚 100 枚 200 kg 4 本 15本 若 干
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⑷ 緊急時において備蓄してあった資材及び他の備蓄資材を使用してなお不足を生じ

る場合は、法第２８条の規定に基づき措置するものとする。

２ 水防倉庫及び備蓄資材

（令和８年４月１日現在）

３ 水防屯所

管理者は、法第１０条第３項の規定（洪水予報）又は、第１６条第３項（水防警報）

の通知を受け、かつ、引続き洪水のおそれがあると認めた時は、次のとおり水防屯所を

設置し、水防活動の万全を期すものとする。

４ 輸 送

水防活動に従事可能な輸送機関は、次のとおりである。

なお、緊急時における輸送体制は、関係者の協力を得て輸送の万全を期すものとする。

名称及び所在地

管 理 者

責 任 者

器 具

の
こ
ぎ
り

掛
矢

シ
ョ
べ
ル

照
明
具

運
搬
具

ツ
ル
ハ
シ

斧鎌

(本) (丁) (丁) (個) (個) (丁) (丁) (丁)

毛呂山町水防倉庫

毛呂山町岩井西

毛呂山

町長
8 18 15 1 0 0 0 15

名称及び所在地

資 材

土
の
う
袋

フ
ル
コ
ン

シ
ー
ト

ロ
ー
プ

パ
イ
プ

パ
イ
プ
馬

木
材
（
杭
）

鉄
線

予
備
土

(枚) (枚) (巻) (本) (台) (本) (㎏) (㎥)

毛呂山町水防倉庫

毛呂山町岩井西
3,500 50 12 5 10 30 100 0

河川名 責任者 水防屯所所在地

越辺川、高麗川 毛呂山町長 毛呂山町中央２－１（毛呂山町役場）

名 称 指令車 ダンプ・トラッ

ク

ライトバン

毛呂山町水防屯所 １ ４ ３
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第６章 通信連絡

１ 災害時優先通信の取扱い

災害等により電話が混み合った場合には、発信規制や接続規制といった通信規制（大

規模災害時は約９０％以上の制限が行われることがある）が行われるため、通常の電話

は被災地からの発信や被災地への接続が困難となる。これを回避するため、水防上緊急

を要する場合、水防関係機関は法第２７条第２項及び電気通信事業法（昭和５９年法律

第８６号）第８条第１項に基づき、災害時優先通信を利用することができる。

利用にあたっては、電気通信事業者へ事前の申し込みが必要となるため、必要な電話

回線をあらかじめ登録しておくとともに、どの電話機が災害時優先通信を利用できるの

かをわかるようにしておく。

２ その他の通信施設の使用

その他一般加入電話による通信不能又は特に緊急を要する場合は、次に掲げる機関の

専用電話、無線等の通信施設を使用することができる。

⑴ 警察通信施設

⑵ 気象台等通信施設

⑶ 鉄道通信施設

⑷ 電力事業者通信施設
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第７章 洪水予報

１ 水防活動用注意報及び警報の種類並びに基準

⑴ 法第１０条第１項及び気象業務法（昭和２７年６月２日法律第１６５号）第１４条

の２第１項による洪水予報の種類及び発表の基準（熊谷地方気象台）は次のとおりで

ある。

分 類 種 類 解 説

気象注意報
レベル２

大雨注意報

表面雨量指数又は流域雨量指数がレベル２大雨注意報の基準

値(注)に到達することが予想される場合

気象警報

レベル３

大雨警報

表面雨量指数又は流域雨量指数がレベル３大雨警報の基準値

(注)に到達することが予想される場合

レベル４

大雨危険警

報

以下の①又は②が予想される場合

①表面雨量指数が対象格子においてレベル４大雨危険警報の

基準値(注)に到達すること

②流域雨量指数が対象河川の格子においてレベル４大雨危険

警報の基準値(注)に到達すること

レベル５

大雨特別警

報

以下の①又は②を満たし、さらに激しい雨が降り続くと予想

される場合

①表面雨量指数がレベル５大雨特別警報の基準値(注)以上とな

る1km格子がおおむね30個以上まとまって出現

②流域雨量指数がレベル５大雨特別警報の基準値(注)以上とな

る1km格子がおおむね20個以上まとまって出現

洪水注意報
レベル２

氾濫注意報

「２ 指定河川の洪水予報の種類及び基準」の発表基準を満

たす場合
洪水警報

レベル３

氾濫警報

レベル４

氾濫危険警

報

レベル５

氾濫特別警

報

気象情報

大雨に関す

る情報

大雨に関して事前に注意を喚起する場合、及び大雨注意報、大

雨警報の補足説明を必要とするとき行う。

台風に関す

る情報

台風に関して事前に注意を換起する場合、及び気象注意報、気

象警報の補足説明を必要とするとき行う。

記録的短時

間大雨情報

記録的な１時間降水量が観測された時に、その状況を簡明に

表現して速報するものであり、埼玉県内の発表基準は 100mm で

ある。大雨警報が発表されている間に行う。
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（注）基準値は以下の気象庁HPに掲載

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/kijun_new/index.html

※ 表面雨量指数は、短時間強雨による浸水危険度の高まりを表す指標で、地面の被膜状況や地質、地

形勾配などを考慮して、降った雨が地表面にどれだけ溜まっているかを、タンクモデルを用いて数値

化したもの。

※ 土壌雨量指数は、降雨による土砂災害発生の危険性を示す指標で、土壌中に溜まっている雨水の量

を示す指数。解析雨量、降水短時間予報をもとに、５km四方の領域ごとに算出する。

※ 流域雨量指数は、降雨による洪水災害発生の危険性を示す指標で、対象となる地域・時刻に存在す

る流域の雨水の量を示す指数。解析雨量、降水短時間予報をもとに、５km四方の領域ごとに算出す

る。

⑵ 予報は、埼玉県地域防災計画風水害対策編第２章第５に定めるところにより伝達さ

れ、別記５の洪水予報・水防警報の伝達系統により伝達する。

２ 指定河川の洪水予報の種類及び基準

法第１０条第２項及び気象業務法第１４条の２第２項による指定河川の洪水予報

洪水予報の種類

名 称 発表者 発表機関

越辺川・都幾川・高麗

川洪水予報

国土交通大臣

気象庁長官

国土交通省関東地方整備局荒川上流

河川事務所

熊谷地方気象台

洪水予報の標題

（洪水予報の種類）
水位の名称 解説及び発表基準

氾濫発生情報
（レベル５氾濫特別警報）

氾濫発生 氾濫が発生又は氾濫発生水位に到達したとき

氾濫危険情報

（レベル４氾濫危険警報）
氾濫危険水位

基準地点の水位が氾濫危険水位（洪水特別警

戒水位）に到達したとき、氾濫危険水位以上

の状況が継続しているとき、急激な水位上昇

によりまもなく氾濫危険水位を超え、さらに

水位の上昇が見込まれるとき（国発表の洪水

警報）

氾濫警戒情報

（レベル３氾濫警報）
避難判断水位

高齢者等避難の発令の目安となる水位

基準地点の水位が氾濫危険水位に到達すると

見込まれるとき、避難判断水位に到達し更に

水位の上昇が見込まれるとき、氾濫危険情報

を発表中に氾濫危険水位を下回ったとき（避

難判断水位を下回った場合を除く）、避難判断

水位を超える状況が継続しているとき（水位

の上昇の可能性がなくなった場合を除く）

氾濫注意情報

（レベル２氾濫注意報）
氾濫注意水位

水防団が出動して水防活動を行う目安となる

水位

基準地点の水位が氾濫注意水位（警戒水位）

に到達し、更に水位上昇が見込まれるとき、

氾濫注意水位以上でかつ避難判断水位未満の

状況が継続しているとき、避難判断水位に達

したが水位の上昇が見込まれないとき

発表なし 水防団待機水位
水防団が水防活動の準備を始める目安となる

水位
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洪水予報を行う河川

第８章 水防警報

法第１６条の規定に基づく水防警報は、次の基準によるものとする。

１ 国土交通大臣の行う水防警報

⑴ 水防警報伝達系統は別記５のとおりとする。

⑵ 水防警報の対象となる区域内の水位標

予 報

区域名

河 川

名
区 域

標準水位

観測所

水防団

待機水

位(ｍ)

氾濫注

意水位

(ｍ)

避難判

断水位

(ｍ)

氾 濫

危険水

位(ｍ)

氾 濫

発生水

位(ｍ)

越辺川

・

都幾川

・

高麗川

越辺

川

左
岸

鳩山町大字赤沼字天

神下 57 番の 2 地先

から入間川への合流

点まで
入 西

高坂橋

天神橋

2.00

3.00

1.50

3.00

3.50

2.10

3.00

4.10

2.50

3.20

4.60

2.90

4.10

6.00

4.10
右
岸

毛呂山町大字苦林字

清水346 番地先から

入間川への合流点ま

で

都幾

川

左
岸

東松山市大字石橋字

川原山2番の1地先

から越辺川への合流

点まで
野 本 2.00 3.50 4.50 5.00 5.80

右
岸

東松山市大字下唐子

字榎町 83 番の 3 地

先から越辺川への合

流点まで

高麗

川

左
岸

坂戸市大字森戸字市

前 1163 番地先から

越辺川への合流点ま

で 坂 戸 1.00 1.50 2.80 3.40 5.20

右
岸

坂戸市大字森戸字赤

城847番地先から越

辺川への合流点まで

河川名
水 位

観測所
地 先 名

水 防 団

待機水位

氾濫注意

水 位

氾濫危険

水 位

越辺川

入 西

高坂橋

天神橋

坂戸市大字沢木

坂戸市片柳

坂戸市赤尾

2.00ｍ

3.00ｍ

1.50ｍ

3.00ｍ

3.50ｍ

2.10ｍ

3.20ｍ

4.60ｍ

2.90ｍ

高麗川 坂 戸 坂戸市大字上吉田 1.00ｍ 1.50ｍ 3.40ｍ

8



２ 水防警報の種類

⑴ 水防警報の種類は次のとおりである。

第９章 水防機関の活動

１ 水防機関の非常配備

管理者は、洪水予報が発せられ、引続き災害が予想されるときは、次の基準により水

防体制に入るものとする。

２ 水防信号、水防標識等

⑴ 水防信号

法第２０条の規定による信号は、次のとおりとする。

種 類 内 容

待 機

出水あるいは水位の再上昇が懸念される場合に、状況に応じて直ち

に水防機関が出動できるように待機する必要がある旨を警告し、また

は、水防機関の出動期間が長引くような場合に、出動人員を減らして

も差支えないが、水防活動をやめることはできない旨を警告するも

の。

準 備

水防に関する情報連絡、水防資器材の整備、水門機能等の点検、通

信及び輸送の確保等に努めるとともに、水防機関に出動の準備をさせ

る必要がある旨を警告するもの。

出 動 水防機関が出動する必要がある旨を警告するもの。

指 示

出水状況及びその河川状況を示し、警戒が必要である旨を警告する

とともに、水防活動上必要な越水、漏水、法崩れ、亀裂等河川の状況

を示しその対応策を指示するもの。

解 除
水防活動を必要とする出水状況が解消した旨及び当該基準水位観

測所名による一連の水防警報を解除する旨を通告するもの。

配備体制 内 容

第１配備体制
少数の人員で主として情報の収集及び連絡にあたり、事態の推

移によっては、直ちに招集その他の活動ができる体制をとる。

第２配備体制
所属人員の約２分の１を動員し、水防活動の必要な事態が発生

すれば、そのまま水防活動が遂行できる体制をとる。

第３配備体制 所属人員全員を動員し完全な水防体制をとる。

警 鐘 信 号 サ イ レ ン 信 号 事 項

第１信号

●休止 ●休止 ●休止

5秒 15秒 5秒 15秒 5秒 15秒

● ―休止 ● ―休止 ● ―休止

氾濫注意水位に達し

たことを知らせる。

第２信号

●―●―●

●―●―●

5秒 6秒 5秒 6秒 5秒 6秒

● ―休止 ● ―休止 ● ―休止

水防団員及び消防機

関に属する者の全員

が出動すべきことを

知らせるもの。

第３信号

●―●―●―●

●―●―●―●

10秒 5秒 10秒 5秒 10秒 5秒

● ―休止 ● ―休止 ● ―休止

区域内に居住するも

のが出動すべきこと

を知らせるもの。
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⑵ 水防標識

法第１８条による車両の優先通行標識は、水防に関する規則（昭和２５年埼玉県規

則第４号）第３条に定めるものとする。

⑶ 身分証票

水防団長、水防団員又は消防機関に属する者が、水防計画を作成するため必要な土

地に立ち入る場合に携帯する身分証票は、次のとおりとする。

(表)

(裏)

第４信号

乱 打

1分 5秒 1分 5秒

●―休止 ●―休止

必要と認める区域内

の居住者が避難する

ため立退くことを知

らせるもの。

備 考

１ 信号は適宜の時間継続すること。

２ 必要があれば警鐘信号及びサイレン信号を併用する

ことを妨げないこと。

３ 危険が去ったときには、口頭伝達により周知させるも

のとする。

第 号

身分証票

住 所

氏 名

職 名

上記の者は、水防法第４９条第１項の規定により他人の土地に立ち入る

ことができる者であることを証する。

年 月 日

管理者 毛呂山町長 氏 名 印

●水防法

第４９条 都道府県知事又は水防管理者は、水防計画を作成するために必要

があると認めるときは、関係者に対して資料の提出を命じ、又は当該職員、

水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者をして必要な土地に立ち

入らせることができる。

２ 都道府県の職員、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、前項

の規定により必要な土地に立ち入る場合においては、その身分を示す証票

を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

●注意事項

（１）本証は水防法第４９条第２項による立入証である。

（２）本証の身分に変更があったときは速やかに訂正を受けること。

（３）記名以外の者の使用を禁ずる。

（４）本証の身分を失ったときは速やかに返還すること。
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３ 水防作業

⑴ 水防工法

水防活動従事者は水防作業を必要とする異常事態が発生したときは、被害を未然に

防止し、又は被害の拡大を防ぐため、堤防の構造、流速、護岸、浸水域及び近接地域

の状態等を考慮し、最も適切な工法を選択し実施するものとする。

その活動に際しては、自身の安全を確保できる場所までの避難完了に要する時間を

考慮して、自身の危険性が高いと判断した時には、自身の避難を優先する。

⑵ 警戒区域の指定

水防上緊急の必要がある場所においては、水防団長、水防団員又は消防機関に属す

る者は、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立ち入りを

禁止し、若しくは制限し、又はその区域からの退去を命ずることができるものとする。

また、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者がいないとき、又はこれらの者

の要求があったときは、警察官は、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者の職

権を行うことができるものとする。

⑶ 避難のための立退き

洪水等により著しい危険が切迫していると認められるときは、管理者は、必要と認

める区域の居住者に対し、避難のため立ち退くべきことを指示することができる。

この場合、西入間警察署長にその旨を通知するものとする。

４ 公用負担

⑴ 公用負担

水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者、水防団長又は消防機関の長は水

防の現場において次の権限を行使することができる。

① 必要な土地の一時使用

② 土石、竹木その他の資材の使用若しくは収用

③ 車両その他の運搬用機器の使用

④ 排水用機器の使用

⑤ 工作物その他の障害物の処分

また、管理者から委任を受けた民間事業者等は上記①から④（②における収用を除

く。）の権限を行使することができる。

⑵ 公用負担権限委任証

法第２８条の規定により公用負担を命ずる権限を行使する管理者、水防団長又は消

防機関の長にあっては、その身分を示す証明書その他これ等の委任を受けた者にあっ

ては、次のような公用負担権限委任証を携行し、必要ある場合は、これを提示する。
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（表）

(裏)

⑶ 公用負担命令書

公用負担を命ずる権限を行使する者は、以下の公用負担命令書を２通作成し、その

１通を目的物の所有者、管理者又はこれに準ずる者に交付するものとする。

公用負担権限委任証

職 名

氏 名

上記のものに 区域における水防法第２８条第１項の権限を

委任したことを証明する。

年 月 日

管理者 毛呂山町長

氏 名 印

●水防法

第２８条 水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者、水防団長又は消防機

関の長は、水防の現場において、必要な土地を一時使用し、土石、竹木その他の

資材を使用し、若しくは収用し、車両その他の運搬用機器若しくは排水用機器を

使用し、又は工作物その他の障害物を処分することができる。

２ 前項に規定する場合において、水防管理者から委任を受けた者は、水防の現場

において、必要な土地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、又は車

両その他の運搬用機器若しくは排水用機器を使用することができる。

３ 水防管理団体は、前２項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその

損失を補償しなければならない。

第 号

公用負担命令書

種 類 員 数

使 用 収 用 処 分

年 月 日

管理者 毛呂山町長

氏 名 印

事務取扱者 氏 名

殿
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第１０章 決壊時の処置

１ 決壊時の通報

堤防等が決壊し、又はこれに準ずべき事態が予想されるときは、管理者は、法第２５

条の規定により直ちにその旨を荒川上流河川事務所越辺川出張所情報連絡担当官及び

飯能県土整備事務所に通報するものとする。

２ 警察官の出動要請

堤防等が決壊し、又はこれに準ずべき事態が予想されるときは、管理者は、法第２２

条の規定により西入間警察署長に対し、警察官の出動を要請することができる。

３ 居住者等の水防義務

管理者は、水防のためやむを得ない必要があるときは、法第２４条の規定により区域

内に居住する者、又は、水防の現場にある者を水防作業に従事させることができる。

４ 避難指示等

⑴ 管理者は、洪水により著しい危険が切迫していると認められるときは、必要と認め

る区域の居住者に対し、水防信号、その他の方法により、法第２９条の規定による避

難のため立ち退くべきことを指示することができる。

⑵ 避難指示等及び立退先については、町の定める地域防災計画によるものとし、伝達

系統は別記５による。

⑶ 管理者が指示する場合においては、直ちに知事及び西入間警察署長に通知しなけれ

ばならない。

５ 水防配備の解除

水位が氾濫注意水位以下に減じ、水防警戒の必要がなくなったときは、管理者は水防

配備の解除を命ずるとともに、これを一般に周知させ知事に対してその旨を報告しなけ

ればならない。

第１１章 協力応援

１ 河川管理者の協力

河川管理者関東地方整備局長は、自らの業務等に照らし可能な範囲で、水防管理団体

が行う水防のための活動に次の協力を行う。

⑴ 水防管理団体に対して、河川に関する情報（川の水位、河川管理施設の操作状況に

関する情報、ＣＣＴＶの映像、ヘリ巡視の画像等）の提供

⑵ 水防管理団体に対して、氾濫（決壊又は湓流）想定地点ごとの氾濫到達市区町村の

事前提示、及び水防管理者等から異常な漏水等についての通報を受けた場合には通報

すべき関係者（関係機関・団体）の提示

⑶ 堤防が決壊したとき又は越水・湓水若しくは異常な漏水が発生したときは河川管理

者による関係者及び一般への周知

⑷ 重要水防箇所の合同点検の実施
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⑸ 水防管理団体が行う水防訓練及び水防技術講習会への参加

⑹ 水防管理団体及び水防協力団体の備蓄資器材で不足するような緊急事態に際して、

河川管理者の応急復旧資器材又は備蓄資器材の提供

⑺ 水防管理団体及び水防協力団体の人材で不足するような緊急事態に際して、水防に

関する情報又は資料を収集し、及び提供するための職員の派遣

２ 協力応援

管理者は、水防機関の相互協力応援について法第２３条第１項に基づき分担区域

に危険のない限り相互に応援するほか、当該区域において調整することが不可能な水防

資材についても併用の便を図るものとする。

３ 費用負担

水防のため緊急の必要があり法第２８条の規定に基づき調達した資材については、公

費をもって負担するものとする。

４ 自衛隊に対する出動要請

被害が拡大し生命財産に多くの損害を引き起こす恐れがあるときは、管理者は自衛隊

の災害派遣要請を知事に依頼することができる。

第１２章 水防報告等

１ 水防活動実施報告

管理者は、水防活動実施の際、その状況を埼玉県水防計画に定める様式により、荒川

上流河川事務所及び飯能県土整備事務所に次のとおり報告するものとする。

⑴ 活動開始及び終結報告

水防活動開始及び終結時に報告。

⑵ 異常報告

亀裂、漏水、越水、洗堀等の状況が生じた場合は逐次、情報収集し、報告。

⑶ 重大災害状況報告

破堤等、重大な状況が生じた場合は、速やかに情報収集し、または情報が入り次第、

報告。

２ 活動内容報告

水防活動が終結したときは、管理者は区域内の状況を取りまとめ、埼玉県水防計画に

定める様式により、荒川上流河川事務所及び飯能県土整備事務所に水防活動の報告をす

るものとする。

なお、各水防関係者は、速やかに水防活動実施状況を管理者に報告するものとする。
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第１３章 その他

１ 水防訓練

管理者は、法第３２条の２の定めるところにより次のとおり水防訓練を実施するもの

とする。

⑴ 日時 令和８年６月７日(日)
午前１０時３５分開始

⑵ 場所 毛呂山町内

⑶ 内容 重要水防箇所巡視及び水防工法実施訓練
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毛呂山町水防協議会設置要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、毛呂山町附属機関設置条例（令和５年毛呂山町条例第４号）

第３条の規定に基づき、毛呂山町水防協議会（以下「協議会」という。）につ

いて必要な事項を定めるものとする。

（組織）

第２条 協議会は、会長１人及び委員１１人以内をもって組織する。

（任期）

第３条 委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

２ 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

３ 第１項の規定にかかわらず、他の委員の任期途中に新たに委嘱された委員の

任期は、他の委員の残任期間と同一の期間とする。

（会長）

第４条 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

２ 会長に事故あるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理す

る。

（会議）

第５条 協議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。

２ 協議会は委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

３ 協議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、

議長の決するところによる。

４ 協議会は必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴くこと

ができる。

（事務局）

第６条 協議会の事務を処理するため、事務局を毛呂山町総務課内におく。

（委任）

第７条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が協議

会に諮って定める。

附 則

この要綱は、水防法第４条の規定による埼玉県知事の指定の日から施行する。

別記１



別記２

委員の種別 区 分 機   関   名 職    名 氏  名

1 会 長 毛呂山町長 毛呂山町役場 町長 井 上 健 次

2 委 員 関係行政機関
国土交通省 関東地方整備局
荒川上流河川事務所

所長 萩 原 健 介

3 委 員 関係行政機関 埼玉県飯能県土整備事務所 所長 関   宏

4 委 員 関係行政機関 埼玉県警察西入間警察署 署長 本 多 一 美

5 委 員 関係行政機関 西入間広域消防組合 消防長 宮 寺 定 幸

6 委 員 町の職員 毛呂山町役場 副町長 関 本 建 二

7 委 員 町の職員 毛呂山町教育委員会 教育長 髙 沢 佳 弘

8 委 員 町の職員 毛呂山町役場 総務課長 酒 巻 義 一

9 委 員 町の職員 毛呂山町役場 産業振興課長 山 口 貴 尚

10 委 員 町の職員 毛呂山町役場 まちづくり整備課長 髙 沢 孝 仁

11 委 員 水防機関 毛呂山水防団 団長 大谷木 修

毛 呂 山 町 水 防 協 議 会 委 員 名 簿



(重点) 右 入間郡毛呂山町大字苦林 15.0 上 0 計画高水流量規模の洪水の水位が現況堤防高を超える　 積み土嚢工法
越水（溢水） Ａ 越水危険箇所（15.0k）

15.0 下 16
越水（溢水） Ｂ 右 入間郡毛呂山町大字苦林 15.0 下 16 計画高水流量規模の洪水の水位が計画堤防余裕高を満たさない 積み土嚢工法

14.8 上 36

重点箇所 1 箇所 24
要注意 0 箇所 0

越水（溢水）Ａ 1 箇所 24
堤体漏水Ａ 0 箇所 0

基礎地盤漏水Ａ 0 箇所 0
水衝・洗堀部Ａ 0 箇所 0

工作物Ａ 0 箇所 0
越水（溢水）Ｂ 1 箇所 221

堤体漏水Ｂ 0 箇所 0
基礎地盤漏水Ｂ 0 箇所 0
水衝・洗堀部Ｂ 0 箇所 0

工作物Ｂ 0 箇所 0
新堤防 0 箇所 0
破堤跡 0 箇所 0
旧川跡 0 箇所 0

令和８年度　直轄河川重要水防区域一覧表（荒川水系・越辺川）       　　　　　        

県 及 び 市 町 村    重  要  度 重 要 水 防 箇 所

～

～

番号
荒上
対象
番号

河川名
左右
岸別

延　長
（ｍ）

重 要 な る 理 由
想定される
水防工法担当水防団体 担当事務所 種　別 階級 地  先  名 粁杭位置(Ｋ，ｍ)

35
越右
15-1

毛呂山町 飯能県土整備 越辺川 24

36
越右
15-2

毛呂山町 飯能県土整備 越辺川 221

合　　　　計 245

上記の内訳

   別記３



堤防高（流下能力） Ｂ 左 毛呂山町大字西大久保 5.4 k 0.8 ｍ 堤防余裕高不足、流下能力不足
～

毛呂山町大字下川原 7.9 k ｍ
堤防高（流下能力） Ｂ 右 毛呂山町大字西大久保 5.4 k 0.8 ｍ 堤防余裕高不足、流下能力不足

～
毛呂山町大字下川原 7.9 k ｍ

堤防高（流下能力）Ｂ 2 箇所 4,840

堤防高 Ａ 左 鳩山町大字今宿 0.4 k 40 ｍ 堤防高不足 積土のう工
～

毛呂山町大字箕和田 3.7 k
堤防高 Ａ 右 毛呂山町大字苦林 0.4 k 90 ｍ 堤防高不足 積土のう工

～
毛呂山町大字岩井 3.7 k

堤防高 要 左 毛呂山町大字苦林 0.0 k ｍ 堤防完成後３年未満 シート張工
～

毛呂山町大字苦林 0.2 k 10 ｍ
堤防高 要 右 毛呂山町大字苦林 0.0 k ｍ 堤防完成後３年未満 シート張工

～
毛呂山町大字苦林 0.2 k 30 ｍ

４箇所
堤防高　Ａ 2 箇所 6,470
堤防高　要 2 箇所 440

令和８年度　重要水防箇所一覧表（荒川水系・葛川）

県 及 び 市 町 村    重  要  度 重 要 水 防 箇 所

～

～

令和８年度　重要水防箇所一覧表（荒川水系・越辺川）

県 及 び 市 町 村    重  要  度 重 要 水 防 箇 所

～

～

～

～

番号
補助
番号

河川名
左右
岸別

延　長
（ｍ）

重 要 な る 理 由
想定される
水防工法

河川管理者
県土整備事務所 水防管理団体 種　別 階級 地  先  名 粁杭位置(Ｋ，ｍ)

葛3 埼玉県飯能県土 毛呂山町 葛川 2,420

葛4 埼玉県飯能県土 毛呂山町 葛川 2,420

合　　　　計 4,840

上記の内訳

番号
補助
番号

河川名
左右
岸別

延　長
（ｍ）

重 要 な る 理 由
想定される
水防工法

河川管理者
県土整備事務所 水防管理団体 種　別 階級 地  先  名 粁杭位置(Ｋ，ｍ)

越県3 埼玉県飯能県土
毛呂山町
鳩山町

越辺川 3,260

越県4 埼玉県飯能県土 毛呂山町 越辺川 3,210

越県5 埼玉県飯能県土 毛呂山町 越辺川 210

越県6 埼玉県飯能県土 毛呂山町 越辺川 230

合　　　　計 6,910

上記の内訳



堤防高 Ｂ 左 毛呂山町大字長瀬 2.3 k ｍ 堤防高不足、流下能力不足 積み土嚢工
～

毛呂山町大字大谷木 6.5 k ｍ
堤防高 Ｂ 右 毛呂山町大字長瀬 2.3 堤防高不足、流下能力不足 積み土嚢工

～
毛呂山町大字大谷木 6.5 

堤防高　Ｂ 2 箇所 8,400

堤防高 Ｂ 右 毛呂山町大字平山 0.8 堤防高不足、流下能力不足 積み土嚢工
～

毛呂山町大字毛呂本郷 1.4 

堤防高　Ｂ 1 箇所 600

令和８年度　重要水防箇所一覧表（荒川水系・大谷木川）

県 及 び 市 町 村    重  要  度 重 要 水 防 箇 所

～

～

令和８年度　重要水防箇所一覧表（荒川水系・毛呂川）

県 及 び 市 町 村    重  要  度 重 要 水 防 箇 所

～

番号
補助
番号

河川名
左右
岸別

延　長
（ｍ）

重 要 な る 理 由
想定される
水防工法

河川管理者
県土整備事務所 水防管理団体 種　別 階級 地  先  名 粁杭位置(Ｋ，ｍ)

大谷1 埼玉県飯能県土 毛呂山町 大谷木川 4,200

大谷2 埼玉県飯能県土 毛呂山町 大谷木川 4,200

合　　　　計 8,400

上記の内訳

番号
補助
番号

河川名
左右
岸別

延　長
（ｍ）

重 要 な る 理 由
想定される
水防工法

河川管理者
県土整備事務所 水防管理団体 種　別 階級 地  先  名 粁杭位置(Ｋ，ｍ)

毛2 埼玉県飯能県土 毛呂山町 毛呂川 600

合　　　　計 600

上記の内訳



別記４
水門等の操作基準表

番号河川名 名称 位置 管理者 操作担当者 操作基準 備考
右岸
毛呂山町大字苦林1 越辺川 苦林樋間管 国土交通大臣 毛呂山町長

樋管川表水位が1.4ｍ以上で、越辺川から逆流が始
まったときに全閉する。

電動捲揚式



別記５

０４８―８３０－５１３７

０４２―９７３―２２８１

毛呂山水防（消防）団 西入間広域消防組合

洪水予報・水防警報の伝達系統

国土交通省荒川上流河川事務所
０４９－２４６－６７１５

県河川砂防課

越辺川出張所
０４９３－３４―３１２９

飯能県土整備事務所

毛呂山町
０４９―２９５－２１１２

０４９－２９５―０１１９



別記６

水防工法の概要

水防工法の分類について

水防工法にはいくつもあるが、その目的と資材人員等に応じて最も適切なものを選

ばなければならない。

河川堤防の破堤原因は、次の 3種類が主なものです。
・ 越水（溢水）：堤防から水があふれ出て、堤防の裏法面から決壊する。

・ 漏水（浸透）：河川の水位が高い場合、水圧により裏法面に河川が湧水して堤防が

決壊する。

・ 洗 堀：河水の流勢により表法面が洗堀され決壊する。

代表的な水防工法

越水防止 積土のう

状 況 ・洪水により堤防が沈下

・増水が速く、水が堤防を越える恐れ

効 果 ・堤防天端に土のうを積み、越水を防止



漏水防止 月の輪

状 況 ・出水中堤防裏側に漏水した水

が噴き出る

効 果 ・土のうを積んで河川水位と漏

水口との水位差を縮め、水の

圧力を弱め、漏水口が拡大す

るのを防ぎ、堤防の決壊を未

然に防止

洗堀防止 表面シート張り

状 況 ・川表の崩れ

・堤防の透水

効 果 ・川表の崩れるのを防止

・吸い込み口を防ぎ透水を防止


